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栃木県SPORTS MICEエクスカーション補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 栃木県SPORTS MICEエクスカーション補助金（以下「本補助金」という。）は、MICE

招致に向け、栃木県スポーツコミッションと連携し、栃木県スポーツ合宿開催費補助金又

は栃木県スポーツ大会等開催費補助金の交付決定を受けた者（以下「スポーツ合宿開催費

補助金等交付決定者」という。）が行うエクスカーションに要する経費の一部を、予算の

定めるところにより補助するものとし、その交付については栃木県補助金等交付規則（昭

和36年栃木県規則第33号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱に定

めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「エクスカーション」とは、スポーツ合宿開催費補助金等交付決

定者によって企画され、あらかじめ当該交付決定を受けたスポーツ合宿又はスポーツ大会

等（以下「合宿等」という。）の参加者に対して周知された当該合宿等の前後又は実施期

間中に行われる観光、視察等であって、県内２市町以上の施設等において行われるものを

いう。 

 

（補助事業者） 

第３条 本補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、次に掲げる全

ての要件を満たす団体とする。 

(1) 定款又はこれに類する規約等、一定の規定を有し、かつ、代表者が明らかであること 

(2) 明確な会計処理を実施していること、又は実施できると認められること 

(3) 補助事業の実施期間中に事業が完遂できると認められること 

(4) スポーツ合宿費開催費補助金等交付決定者であること 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象

外とする。 

 (1) 暴力団（栃木県暴力団排除条例 （平成22年栃木県条例第30号。以下「排除条例」とい

う。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

 (2) 暴力団員（排除条例第２条第３号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）を含む者 

 (3) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含む者 

 (4) 役員等（法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと

同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事その他これら

と同等の責任を有する者をいう。）が暴力団員である者 

 (5) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者 
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 (6) 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 

 (7) 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持

又は運営に協力し、又は関与している者 

 (8) その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

 (9) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 

（補助対象事業） 

第４条 本補助金の交付の対象となるエクスカーションは、次に掲げる全ての要件に該当す

るもの又は知事がこの要綱の趣旨に合致すると特に認めるものとし、１補助事業者につき

１実施期間中１回限りとする。 

 (1) スポーツ合宿開催費補助金等交付決定者による申請であること 

 (2) スポーツ合宿開催費補助金等交付決定者によって企画され、あらかじめ当該交付決定

を受けた合宿等の参加者に対して周知されたものであること 

(3) 当該合宿等の前後又は実施期間中に行われる観光、視察等であって、県内２市町以上

の施設等において行われるもの 

(4) エクスカーションに関する行程及び会計処理が合宿等と明確に区分できるものである

こと 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象

外とする。 

 (1) 国又は地方公共団体が主催するもの 

 (2) 同一の補助対象経費に対し、国又は県等公的機関が交付する他の補助金等の交付を受

けている又は受ける予定となっているもの 

 (3) 政治的、宗教的な活動を目的とするもの 

 (4) 興業又は特定の企業の営利を主たる目的とするもの 

 (5) 暴力団等反社会的な勢力の利益となるもの 

 (6) 目的が公序良俗に反するもの 

 

（補助対象経費） 

第５条 本補助金の交付対象となる経費は、エクスカーションの実施に直接必要となる経費

で、別表１に掲げるものとする。ただし、対象経費に係る消費税及び地方消費税の額は補

助対象外とする。 

２ 経費の取扱いについては、補助事業者が第三者に業務委託した場合についても同様とす

る。 
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（補助金の額） 

第６条 本補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じた額とし、20万円を限度額とする。 

２ 本補助金の額に千円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。 

 

（交付の申請） 

第７条 規則第４条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。 

提出すべき  

申請書の名称 
様式 

部

数 
申請書に添付すべき書類の名称 様式 

部

数 

提出

期限 

栃木県SPORTS 

MICEエクスカ

ーション補助

金交付申請書 

第１号 １ 

 

 

１ 事業計画書 

２ 事業収支予算書 

３ スポーツ合宿開催費補助金等交付

決定者であることを証する書類 

４ その他知事が必要と認める書類 

第２号 

第３号 

 

 

 

１ 

１ 

１ 

 

１ 

知事

が別

に定

める

期日 

２ 補助事業者は、規則第４条第１項の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額

のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除

できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による地方消費

税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕

入控除税額」という。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時におい

て消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（交付の条件） 

第８条 規則第６条第１項の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

(1) 補助事業の内容の変更（第９条で定める軽微な変更を除く。）をする場合は、あらかじ

め、様式第４号による変更承認申請書を知事に提出し、その承認を受けること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ、様式第５号による中止（廃止）

承認申請書を知事に提出し、その承認を受けること。この場合において、既に補助金が交

付されているときは、期限を付して、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることがあ

る。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合 

は、速やかに様式第６号による遅延等報告書を知事に提出し、その指示を受けること。 

２ 知事は、前項に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を附

することができる。 

 

（軽微な変更） 
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第９条 前条第１項第１号における軽微な変更は、補助金交付申請額の増額又は20パーセン

ト以上の減額以外の変更とする。 

 

（状況報告） 

第10条 補助事業者は、補助事業の遂行の状況に関し、知事が報告を求めた場合は、速やかに

知事に報告をしなければならない。 

 

（実績報告） 

第11条 規則第13条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。 

２ 第１項の実績報告を行うに当たって、消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、これを

補助金額から減額して報告しなければならない。 

 

（交付の請求） 

第12条 規則第18条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。 

提出すべき  

請求書の名称 
様式 

部

数 

請求書に添付す 

べき書類の名称 

部

数 
提出期限 

栃木県SPORTS 

MICEエクスカ

ーション補助

金交付請求書 

第12号 

１ 

１ 交付決定通知書の写 

２ 交付額確定通知書の写 

３ 知事が別に定める書類 

１ 

１ 

１ 

知事が別に定める期日 

２ 補助金の交付を概算払により受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、補助金

概算払請求書（様式第13号）によるものとする。 

３ 前項の申請書には、知事が別に定める書類を添付しなければならない。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第13条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕入

提出すべき  

報告書の名称 
様式 

部

数 

報告書に添付す 

べき書類の名称 
様式 

部

数 
提出期限 

栃木県SPORTS 

MICEエクスカ 

ーション補助 

金実績報告書 

第７号 １ １ 事業結果報告書 

２ 事業収支決算書 

３ 事業参加者名簿 

４ 領収書等貼付台

紙 

５ その他知事が必

要と認める書類 

第８号 

第９号 

第10号 

第11号 

 

 

１ 

１ 

１ 

１ 

 

１ 

事業が完了した日から起

算して30日を経過した日

若しくは１月31日のいず

れか早い期日。ただし、知

事が必要と認めるとき

は、改めて提出期限を定

めることができる。 
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控除税額が確定した場合には、様式第14号により速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告により、補助金の返還が必要となった場合には、期限を付して当該消

費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 前項の補助金の返還について、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、そ

の未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものと

する。 

 

（補助事業の経理等） 

第14条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経

理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含

む。）の日の属する年度の終了後５年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に供せ

るよう保存しておかなければならない。 

 

（その他必要な事項） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年５月１日から施行し、令和６年度分の補助金に適用する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度分の補助金に適用する。 

 

別表１ 補助対象経費 

経費区分 説明 

旅費 交通費、バス借り上げ料 等 

委託料 旅行会社への委託料 等 

使用料 会議室使用料、施設等入場料、ガイド料 等 

保険料 傷害保険料、賠償責任保険料 等 

その他 知事が特に必要と認める経費 

※宿泊、飲食、土産等の物品購入に要する経費及びその他趣旨に合致しない経費は対象外 

 


